
令和６年１月１５日 

 

郡市区等医師会 様 

                                 

大 阪 府 医 師 会 

（公印省略） 

 

 

【大阪府発出】「乳幼児に対する健康診査について」 の一部改正について 

 

 

日頃は本会事業にご尽力を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

さて、このたび大阪府を通じてこども家庭庁から標記の件につきまして通知

が参りました。 

  内容は「３・４か月児健康診査」「１歳６か月児健康診査」「３歳児健康診

査」における基本情報票および健康診査票と健康診査問診票に関して、加筆や

変更したとのことであり［【④別紙】別添５：修正箇所朱書（エクセルファイ

ル）を参照ください］、すでに大阪府は各市町村母子保健主管課等に情報提供

を行っているとのことです。 

また、国は成育医療等基本方針に基づく評価指標等に係る問診項目も変更し

ており、令和６年４月１日以降は、各健康診査問診票の中にある「○」が記さ

れた項目は市町村から国に対し、報告することになりますので、ご連絡いたし

ます。 

 なお、修正後の全文として［⑤【改正後全文】乳幼児に対する健康診査につ

いて（ＰＤＦファイル）］を添付しております。 

 つきましては、貴会におかれましてもご了知のうえ、市町村が行う、乳幼児

の健康診査に実施が行われるべく、ご協力を賜りますよう、何卒、よろしくお

願いいたします。 
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